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北海道立美術館キャンパス・パートナーシップ制度のお知らせ

北海道教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課

１ 趣旨
北海道教育委員会では、教育活動において美術館を有効に利用して、多くの学生が芸術作品

を鑑賞する機会を持ち、優れた芸術作品と出会うことにより情操を豊かにし、創造力を養い、
芸術文化を理解する能力を高めることを目的として、北海道立美術館キャンパス・パートナー
シップ制度を設けました。

２ 制度の概要
事前に大学等が希望する道立美術館（パートナー館）に年間観覧料を支払えば、在籍する学

生が観覧料を負担することなく、常設展示の観覧等ができます。

（イメージ）

大学等
①申請・観覧料の支払い 道立美術館（パートナー館）

（メンバー校）
【近代美術館（三岸好太郎美術館）、旭川美術館、函館美術館、帯広美術館】

「常設展示」

②学生の観覧 学生は入口で学生証を提示するだ

だけで観覧料は支払わなくてよい

【メンバー校が受けられる措置】
① メンバー校に在籍する学生（大学院生、通信制課程、科目等履修生、研究生等を含むこ
とができる。）のパートナー館での常設展示の観覧

② 学生等のパートナー館での特別展示の特別料金による観覧（パートナー館が単独で主催
する特別展示に限ります。）

③ 学生等の団体利用（10名以上）に対する展示解説
④ パートナー館の発行する刊行物等の提供

３ 申請手続等
（１）申請資格

北海道立美術館条例第４条第２項及び北海道立美術館条例施行規則第３条で定める大学等
（学校単位での申込みを基本としますが、パートナー館の館長が認めた場合、分校や学部

単位等でも申請できます。）

大学、短大、高等専門学校、専修学校のほか、高等学校卒業程度を入学資格とする学校で道立美術館長が認

めるもの

（２）申請手続
① 年度（４月１日から翌年３月31日まで）を基本としますが、年度中途でも申請できま
す。年度途中で申請する場合、承認期間の始期は年間観覧料納付の日の属する月の翌月１
日となります。

② 申請を希望する大学等は、年間観覧承認申請書（北海道立美術館利用規則別記１号様式）
に、学生証の見本（カラーコピー可）及び学校基本調査（申込直近のもの）の在籍者数が
明記された部分の写しを添付して、希望するパートナー館に申請してください。

③ メンバー校として承認された場合、パートナー館から交付された納入通知書により指定
する日までに年間観覧料を納入してください。



（申請から年間観覧料支払いまでの流れ）

① 申 請

② 承 認大学等 道立美術館

（メンバー校）
③ 年間観覧料の支払い

（パートナー館）

４ 年間観覧料
（１）年間観覧料は、次のとおりです。なお、学生の数は、申込直近の文部科学省の学校基本調

査に基づく数とします。

① 北海道立近代美術館の常設展示の場合
区 分 年間観覧料 月割額

学生の数が500人未満の大学等 70,000円 6,000円
学生の数が500人以上1,000人未満の大学等 110,000円 10,000円
学生の数が1,000人以上2,000人未満の大学等 180,000円 15,000円
学生の数が2,000人以上4,000人未満の大学等 270,000円 23,000円
学生の数が4,000人以上の大学等 370,000円 31,000円

② 北海道立旭川美術館、北海道立函館美術館又は北海道立帯広美術館の常設展示の場合
区 分 年間観覧料 月割額

学生の数が500人未満の大学等 20,000円 2,000円
学生の数が500人以上1,000人未満の大学等 30,000円 3,000円
学生の数が1,000人以上2,000人未満の大学等 50,000円 5,000円
学生の数が2,000人以上4,000人未満の大学等 70,000円 6,000円
学生の数が4,000人以上の大学等 100,000円 9,000円

備考 年間観覧料とは、４月１日から翌年３月31日までの間の常設展示の観覧に係る料金をいい、大学等がそ

の期間の中途において年間観覧料を納める場合のその額は、この表に定める月割額にその納付の日の属す

る月の翌月から３月までの月数を乗じて得た額となります。

（２）納付後の年間観覧料は、還付できませんが、メンバー校の責めに帰することができない理
由によって観覧が不可能になったと館長が認める場合は、返還できるものとします。

この制度の詳細については、次の関係条例等でご確認ください（北海道教育委員会のホームペ
ージでご覧いただけます。）。

・北海道立美術館キャンパス・パートナーシップ実施要項 【制度全般】
・北海道立美術館条例（第４条第２項、別表第２） 【申請資格、年間観覧料】
・北海道立美術館条例施行規則（第３条） 【申請資格】
・北海道立美術館利用規則（別記第１号様式、第２号様式） 【申請書、承認書】

【問い合わせ先】
北海道教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課博物館グループ
〒060-8544 札幌市中央区北３条西７丁目
TEL 011-204-5747

【申請先】
各道立美術館（北海道立近代美術館、北海道立旭川美術館、北海
道立函館美術館、北海道立帯広美術館）
（連絡先については、キャンパス・パートナーシップのリーフレット又はそれぞれの美術館のホームページ等でご確認願います。）


